
令和 ８ 年度 

四日市市会計年度任用職員（看護助手）募集案内 

（令和８年８月１４日試験実施分） 

 

    １ 募 集 職 種   市立四日市病院の看護助手（会計年度任用職員フルタイム） 

 

２ 採用予定人数   １名程度 

 

３ 採 用 予 定 日   令和８年１０月１日 

 

４ 受 験 資 格   次の①～③の条件を満たす人 

① 義務教育を修了し、昭和４１年４月２日以降に出生した人 

② 地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当しない人 

③ 外国籍の人は、永住者又は特別永住者の在留資格を有する人 

 

５ 試験日時と会場 

令和８年８月１４日（金） 午前９時～ 

※試験開始時間は受験者によって異なる場合があります（応募者に別途通知します） 

市立四日市病院 （四日市市芝田二丁目２番３７号） 

 

６ 試 験 科 目 

筆記試験、小論文、適性検査、面接 

 

７ 受 験 申 込 方 法 

（１）市立四日市病院職員採用試験受験申込フォームから必要事項の登録を行ってください 

URL：https://logoform.jp/form/7p72/1643701 

 

※受験申込フォームからの登録は１回までとします 

複数回入力してしまった人や入力を間違えた人は、市立四日市病院総務課 

（℡（059）354-1111 内線5216）まで連絡してください 

 

（２）職員採用試験受験票に必要事項を記入し、以下の書類を同封して提出してください 

① 写真（受験票に貼付、３カ月以内に撮影の上半身・脱帽の写真）  ２枚 

② 返信用封筒（長形３号）                    ２通 

（２通とも宛名を明記し、110円切手を貼ってください。氏名の後に「様」を記入してください。） 

③ 在留資格を証する書類（住民票等）               １部（外国籍の人） 

 

●受験申込を完了するためには、（１）、（２）両方の手続きが必要です 



８ 申 込 期 限 

・受験申込フォームからの登録 

令和８年８月４日（火）午後５時１５分まで 

・受験票（７（２）の書類）の提出 

令和８年８月４日（火）までに必着（郵送も同じ） 

※受付時間は月～金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分 

 

９ 受験票等の提出先 

〒510-8567 四日市市芝田二丁目２番３７号 

市立四日市病院 総務課 ℡ (059) 354-1111 内線 5216 

※郵送の場合は、封筒に「受験票等在中」と朱書すること  

 

10 試験結果通知  令和８年８月２８日（金）郵便にて受験者宛発送予定 

 

11 そ の 他  

※試験日当日は、試験開始時間の１５分前に着席すること 

※鉛筆（ＢまたはＨＢ）数本と消しゴムなどの筆記用具を持参すること 

 

○ 採用後の給与等（令和８年４月１日現在）（金額は地域手当（９％）を含む） 

① 月額給料    ２４２，６３４円 

★前職歴に応じて加算される場合があります（上限あり） 

★諸手当として、地域手当、通勤手当、期末・勤勉手当、特殊勤務手当等が支給されます 

★民間給与の動向に応じて改定される国家公務員給与に準拠して給与改定があります 

★「四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」が改正される場合があります 

 

② 勤 務 時 間  １週間あたり３８．７５時間 

日勤：午前８時３０分～午後５時１５分 

※早出（午前７時１５分～午後３時４５分）・遅出（午前１０時３０分～

午後７時）の変則勤務があります 

 

③ 休   日  土曜日、日曜日、祝日 

年末・年始（１２月２９日～１月３日） 

※土曜日等休日に勤務する場合があります 

 

④ 休   暇  年次有給休暇が年間２０日あり、残日数がある場合は翌年度に繰り越すこと

ができます 

その他、結婚休暇、出産補助休暇など規則で定められた特別休暇があります 

 

 

 



⑤ 任用期間及び再度の任用 

採用の日から同日の属する会計年度の末日を限度とする。（令和９年３月３１日） 

（勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用あり。ただし、最長令和１１年３月３１日

まで。） 

（その後は選考による再度の任用あり。任用期間などについては上記と同様の扱いとする。

ただし、６２歳を超えての再度の任用はありません。） 

 

⑥ 福 利 厚 生  共済組合・職員共済会の事業として、各種福利厚生事業の充実を図っています 

 

 

《 参 考 》 

☆ 地方公務員法第１６条（欠格条項） 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選

考を受けることができない。 

１．拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２．当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３．人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し刑に処

せられた者 

４．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 


